












要約:秋田保健所と秋田市は母子保健法にもとづき、乳幼児健診は一歳六ヵ月時点までは

市役所で三歳児健診は保健所で、従事者も相談票もそれぞれの方式で実施しているが両者

ができるだけ連携して効果的な健康診査を実施できることを目的に、現在ばらばらに行わ

れている三歳児健診協議会及び秋田市の乳幼児健康管理研究会で乳幼児健診システムの一

本化を協議していくこととした。なお保健所では二次相談機能としてこれまで行って来た

低体重児クリニック、幼児健康教室の他にスクリーニングされた児を観察する育児学級を

検討する。


